
 

2021 年度 台湾道産食品サンプルショールーム 

出品案内書 

新型コロナウイルスの感染拡大により、各国で見本市・商談会の中止・延期などの措置がとら

れていますが、バイヤーは変化し続ける市場のなかで新しい北海道産食品との出会いを求めて

います。北海道、ジェトロ北海道、北海道貿易物産振興会、フード特区機構では、台湾台北市内

に北海道産食品サンプルショールームを設置して現地バイヤーを招致し、商品サンプルに関心

を示した現地バイヤーとの Web会議システムを活用したオンライン商談を常時実施する事で、

北海道産農水産物・食品の取扱い事業者の新規参入・販路拡大を目指します。 

ぜひ参加をご検討ください。 

台湾道産食品サンプルショールーム及びオンライン商談について 

 ̧ 展示期間：2021年11月17日（水）～2021年11月30日（火）（予定） 

 ̧ 設置場所： 台北市南京東路二段69號8樓 

（8F69 Sec.2, Nanjing East Road., Taipei, TAIWAN）（予定） 

 ̧ 主催（運営事務局）： 

北海道、日本貿易振興機構（ジェトロ）北海道貿易情報センター、北海道貿易物産振興会、

北海道食産業総合振興機構（フード特区機構） 

 ̧ 参加バイヤー：台湾における食品輸入事業者、有力小売店、卸売企業、業界団体等 

 ̧ 内容：台湾台北市内に道産農水産物・食品サンプルショールームを設置し、随時現地バイヤ

ーを招致する。その際、展示サンプルに関心を示したバイヤーに対して商談を打診し、先方

がオンライン商談を希望した場合、出品者のコンピューター等からWeb会議システムにア

クセスし、商談を実施する。 

※出品期間中は、現地スタッフが展示場に時間を設けて常駐し、バイヤーがオンライン商談

を希望した場合、その期間に集中してオンライン商談を行います。バイヤーの要望によって

は、サンプルショールームに来場したその場でオンライン商談を行う可能性がありますの

で、運営事務局からの急なご連絡にも可能な限りご対応できるようお願い致します。 

 

 ̧ 引き合いが見込める有望商品：  

調味料類、茶、日本産酒類（日本酒、焼酎、ビール、リキュール）等 



出品の要件 

1. 出品物が台湾で販売可能な道産食品であること。※道産食品の定義は10．参照。 

ご参考：ジェトロウェブサイト「日本からの輸出に関する制度」 

https://www.jetro.go.jp/industry/foods/exportguide/country.html 

2. 保管温度帯が常温または冷凍の商品であること（冷蔵・生鮮品を除く）。 

冷蔵・生鮮品につきましては商品カタログのみの展示とさせていただきます。 

3. 出品目的が商談による取引先の発掘・継続取引であること。プロモーションや調査が主目的

ではないこと。 

4. 輸出に伴う需要増に対応できる供給体制を有すること。 

5. 事業参加後も海外からの引き合いに対して、必要に応じ日本語以外の言語に対応可能な担

当者がいることが望ましい。 

6. 英語又は現地語で商談用資料（企業情報、商品情報、商品価格表）を既に揃えており、展示

サンプルの台湾への送付と同時期に運営事務局に速やかに提出できること。まだ商談用資

料が揃っていない場合、事業開始までに揃え、主催者が求めた際は速やかに提出できるよう

可能な限り努めること。 

7. 運営事務局が求める各種データベースへの情報の登録、成果把握の為に行うアンケート等

に協力すること。 

8. Web会議システムを利用可能な環境（コンピューター等のハードウェア環境及びインター

ネット環境）を有し、会期中、会場との通信に支障をきたさないこと。 

9. 出品案内書の内容、条件に同意していること。 

10. 以下の(1)または(2)に該当する道産食品であること。 

(1)道産食品（一次産品） 

   道内において収穫、水揚げ、飼育されたもの。 

(2)道産食品（加工食品） 

   次のいずれに該当するもの。 

   ①道内で製造または加工が行われたもの。 

   ②道内の企業等がOEM等で販売する商品は、道内企業に製造委託して商品開発をし 

    たもの。 

11. 北海道内に販売拠点を有すること。 

https://www.jetro.go.jp/industry/foods/exportguide/country.html


申し込み・出品の流れ 

参加申込（締切：2021年 10月 8日（金）１３：００） 

下記URLの「申し込みフォーム」から、貴社情報および貴社商品情報を登録します。 

申し込みフォームURL：https://www.jetro.go.jp/customer/act?actId=B0059554E 

 

サンプルショールームへの商品サンプル輸送の案内（参加事業者の決定後） 

参加お申し込みを受付後、運営事務局にて現地バイヤーニーズと全体の申し込み状況を考慮し、

本サンプルショールームにご出品いただきます事業者を決定し、上記「申し込みフォーム」で登

録いただいたメールアドレス宛にお知らせします。参加事業者様は別途ご案内するサンプル送

付マニュアルを参考に、運営事務局が指定する国内の指定場所まで商品サンプルの輸送をお願

いいたします。商品サンプルの現物提供を行わない企業様につきましてはご提出いただく商品

カタログをショールームにて展示させていただきます。 

 

出品決定通知とサンプル送付に係るスケジュールは以下を予定しています。 

V １０月8日（金）１３：００ 募集締め切り 

V １０月１３日（水）～１０月１５日（金） 

出品者・出品商品の決定通知、サンプル輸送に係る連絡 

V １０月２５日（月）までに指定場所（東京の予定）にサンプル商品必着 

 

【留意点】 

 ̧ 商品サンプルは常温、冷凍品（生鮮品を除く）について展示可能です。冷蔵・生鮮品につ

きましては商品カタログのみの展示とさせていただきます。 

 ̧ 提供いただいたサンプルや資料等の返却は致しかねます。 

 ̧ 輸送中の事故等により商品サンプルがサンプルショールームに届かなかった場合、サン

プル費用およびサンプル輸送費用等の補償はできません。 

 ̧ 展示された食品サンプルは、オンライン商談を希望する企業に優先的に提供する他、企画

展展示終了、賞味期限切れ、の際に入れ替えを行う予定です。 

商談のご連絡（商品サンプル展示後随時） 

サンプルショールームで商品サンプルに関心を持った海外バイヤーが商談を行う事業者を選

考し、随時商談を設定致します。バイヤーが商談を希望された場合は、運営事務局よりお申込み

時のメールアドレス宛てにお知らせします。なお、商品サンプルを輸送しても、バイヤーが関心

を示さない場合は、バイヤーとの商談がセットできない場合もありますので、ご承知おきくだ

さい。 

商談設定後に自己都合で商談をキャンセルされた場合、その後 2年間、ジェトロ事業の選考

で減点の対象となります。 

https://www.jetro.go.jp/customer/act?actId=B0059554E


追加の情報等の提供 

商談の決定後、貴社パンフレットや価格表等の追加情報をご提出いただく場合もございます。 

追加情報に関する詳細は、バイヤーの意向も踏まえ商談時までにご案内します。なお、提供い

ただいた資料等の返却はできません。 

Web会議システムインストール 

各バイヤーが指定するWeb会議システムを、皆様のコンピューター等にインストールいただ

きます。使用するWeb会議システムは、「Microsoft Teams」「Vidyo」「Skype」「Zoom」等を

想定しています。詳細は、採択後にご案内します。 

商談当日 

Web会議システムを利用し、バイヤーと商談します。バイヤーが日本語対応不可の場合、ジ

ェトロが通訳を手配します（同一バイヤーに対する同一商品の商談に関し、初回のみ通訳費用

は無料です）。 

商談終了後、商談成果等についてのアンケートにご回答いただきます。 

費用負担について 

運営事務局の負担： 

商談会及びサンプル輸送に係る経費（会場費、初回オンライン商談の通訳費、バイヤー来場ア

レンジ費、サンプル輸送費（国内指定場所～サンプルショールーム間）等） 

出品者の負担： 

商談に伴う通信費（出品者のインターネット通信費等）、商談に使用するサンプル・試食用食

材費、国内指定場所までのサンプル輸送費、輸出に係る必要書類（原産地証明書等）発行に係る

費用、その他上記「運営事務局の負担」に定める以外の全ての経費 

留意事項 

1. 本案内書に定めのない事項は、運営事務局がその対応を決定します。政府の方針等により内

容が変更される可能性がある旨、ご了承ください。 

2. 運営事務局は、サービスの品質向上のため、商談会の内容の全部又は一部を録音、録画するこ

とができるものとします。 

3. 提出いただいた情報は、本事業運営のために利用するとともに、運営事務局からの連絡のた

めに利用します。また、本商談会に関するプレスリリース、ジェトロホームページ等におい

て、企業情報や参加物の情報等を公開する場合がございます。あらかじめご了承ください。 



4. 商談会会期中及びその前後において、商談相手又は運営事務局から提供された情報及び資

料は、お客様限りで使用するものとし、当該情報等を第三者に提供してはいけません。ただ

し、提供者の明示の承諾がある場合には、この限りではありません。 

5. 本商談会に関する映像、画像、テキスト、音声若しくは関連資料等のコンテンツの全部又は

一部（以下「本コンテンツ」といいます。）に関する著作権は、ジェトロ、その他の著作権

者（以下「著作権者」といいます。）に帰属します。 

6. 著作権者の書面又は電磁的方法による承諾を得ずに、本コンテンツの複製（録画、録音のほ

か、静止画でのキャプチャ取得等を含みますが、これに限られません。以下同じ。）、上映、

公衆送信（送信可能化を含みますがこれに限られません。以下同じ。）、展示、頒布、譲渡、

貸与、翻案、翻訳、二次的利用等をしてはいけません。万一、これに違反した場合には、直

ちにサービスの全部又は一部の提供を中止させていただきます。 

7. 本コンテンツを、運営事務局の承諾を得ずに、複製、上映、公衆送信、展示、頒布、譲渡、

貸与、翻案、翻訳、二次的利用等することは、著作権を侵害する行為であり、その利用者は、

刑事責任を問われる可能性があります。また、これらの行為は、商談相手等のプライバシー

権、肖像権等を侵害する行為でもあります。  

8. 本案内の記載に反する行為があった場合や申し込みフォームに虚偽の記載をした場合は、

申し込みを無効とし出品をお断りすることがあります。また、今後ジェトロが実施する事業

の選考において不利となることがあります。 

9. 出品申込をした企業又はその役員が違法な行為又は違法ではないが著しく不正な行為を行

った疑いが明らかとなり、出品することが運営事務局の信用を毀損する恐れがある場合は、

出品をお断りすることがあります。 

10. 申し込みフォームの記載内容に変更がある場合、運営事務局にお知らせください。なお、申

込締切日を過ぎてから内容を変更される場合、その内容によっては変更に応じられないこ

とがあります。 

11. 出品募集締め切り後であっても、現地規制の変更によって出品ができなくなることがあり

ます。 

12. 相応の理由なしに出品をキャンセルされた場合や、アンケート等へご協力いただけない場

合には、今後ジェトロが実施する事業の選考において不利となることがあります。 

13. 出品する権利を転貸、売買、交換、譲渡することはできません。 

14. 外国為替および外国貿易法などの国内法令に定めのあるものの出品については、出品者の

責任において事前に必要な許可等を取得してください。 

15. 商品サンプルは法令に照らして適法に輸送して下さい。違反した場合は、今回又は今後の出



品をお断りすることがあります。 

16. 運営事務局は、本商談会の成果（お客様に関する成果を含みます。）又は本コンテンツの全部

若しくは一部を、その裁量により公表する場合があります。お客様は、これを承諾し、これに

関し、何らの人格権も行使しないものとします。 

17. 前各項に定めるほか、本サービスの利用に関し、以下の各号及び運営事務局の指示を遵守し

ます。 

（１）本イベントのアクセスＵＲＬ、ＩＤ、パスワード等については、運営事務局からの別

段の指示がない限り、第三者に開示してはいけません。 

（２）不正アクセス防止のため、アカウント名には、ご本人と分かるように氏名（フルネー

ム）をご記載ください。 

（３）機密性の高い情報や個人情報（氏名を除く）を共有することは、お控えください。 

（４）本イベント参加時には、第三者がＰＣ等の画面を視認できない環境にて、ご参加くだ

さい。 

18. 本商談会の実施及び参加についての法律関係及び派生する権利義務は、日本国の法律に準

拠します。 

19. 本商談会の実施及び参加についての法律関係及び派生する権利義務については、東京地方

裁判所又は東京簡易裁判所をもって、第１審の合意管轄裁判所とします。 

免責規程 

1. 本商談会において、商談相手又は運営事務局より提供される情報については、運営事務局が

正確性、完全性、目的適合性、最新性を保証するものではありませんので、当該情報の採否

は、お客様自身の判断、責任において行ってください。本イベントでの提供情報に関連し

て、お客様が不利益等を被る事態が生じたとしても、運営事務局はお客様に対し一切の責任

を負わないものとします。  

2. 本商談会の実施に際し、運営事務局は、WEB会議システム等の作動安定性を保証するもの

ではなく、WEB会議システム等の障害、通信状況、お客様の設定環境、その他の事由によ

り、その提供が不能となり、中断し、若しくは、完全な映像又は音声を提供できなくなり、

又はＰＣ等の端末や関連アプリケーションに故障、不具合を生じる可能性があります。これ

に起因又は関連し、お客様が不利益等を被る事態が生じたとしても、運営事務局はお客様に

対し一切の責任を負わないものとします。 

3. 運営事務局は、以下の各号に該当する場合、本イベントの実施日時、内容を変更し、本イベ

ントの全部又は一部の実施を予告なく中止し、又は、お客様の一部の参加を中止させること

があります。これに起因又は関連し、お客様が不利益等を被る事態が生じたとしても、運営



事務局はお客様に対し一切の責任を負わないものとします。 

(ア) 天災、テロリズム、戦争、政情不安、入国制限、感染症、労働紛争、その他の不可抗力

事由が生じたとき 

(イ) 前項に定めるシステム等の不具合が生じ又は生じるおそれがあるとき 

(ウ) 利用条件から外れるなど、お客様の状況が変化したとき 

(エ) 前号のほか、お客様が運営事務局の指示、条件又は運営事務局との合意事項に違反した

とき 

(オ) お客様のＰＣ等の端末環境、インターネット回線及びアプリケーションの状況にセキ

ュリティ等のリスクが存在するとき 

(カ) お客様が反社会的勢力に実質的に関与することが判明した場合 

(キ) お客様が、国内外の法令に反する行為、法令に反する行為ではないが著しく不正な行為

若しくは公序良俗に反する行為を行ったとき、又はその疑いが生じたとき 

(ク) 前各号に定める他、運営事務局が相当と判断したとき 

4. 運営事務局は、オンライン商談を構築するWEB会議システム及びインターネット回線等が

コンピュータウイルス感染、不正アクセス及びクラッキング等（以下「システム侵害等」と

いいます。）の被害を受けないように、運営事務局の個人情報保護規程に定めるセキュリテ

ィ基準を遵守のうえ、適切な予防措置を講じるように努めます。 

5. 前項の規定にかかわらず、システム侵害等が発生し、企業情報、個人情報その他の情報が漏

洩した場合であっても、運営事務局は、前項における義務を超えて、お客様に対し一切の責

任を負わないものとします。 

6. 商談会会期中及びその前後を通じて発生した傷病、事故、盗難、破損等のいかなる損害につ

いても、運営事務局は一切の責任を負いかねます。 

お問い合わせ 

本事業は3機関が事務局として運営しております。 

以下の窓口のいずれかにご連絡ください。 

・一般社団法人北海道貿易物産振興会（担当：曽屋、藤橋） 

soya@dousanhin.com／011－251-7976 

・ジェトロ北海道貿易情報センター（担当：林、長谷川、久保田） 

SAP@jetro.go.jp／011-261-7434 

・一般社団法人北海道食産業総合振興機構（フード特区機構）（担当：田井、本間） 

hanro1@h-food.or.jp／011－200-7000 

mailto:soya@dousanhin.com／011－251-7976
mailto:SAP@jetro.go.jp／011-261-7434
mailto:hanro1@h-food.or.jp／011－200-7000

